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インボイス発行事業者の登録を済ませた方へ② 

インボイス制度に関する改正について 

① 免税事業者からインボイス発行事業者になられた方 

   この特例を適用した場合、売上税額の２割を納付することとなります。（２割の特例） 

   対象期間：令和５年１０月 1 日から令和８年９月 30 日までの日の属する課税期間 

② 少額取引（１万円未満）について、インボイスの保存が不要 

   「税込 1 万円未満」に該当するかは、一回の取引の課税仕入れに係る金額（税込）が 1 万円未満かどうか 

   対象期間：令和５年１０月 1 日から令和 11 年９月 30 日までに行う課税仕入れ 

   ※基準期間の課税売上高が 1 億円以下又は特定期間における課税売上高が 5 千万以下の事業者が対象 

③ 1 万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要 

   すべての事業者の方が対象 

④ インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し 

   免税事業者が令和５年 10 月 2 日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日（提出日から 15

日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日）を記載することとし、その登録希望日から登録を受け

ることとなりました。 

 

 

 

 

※登録の通知が登録希望日までに届かない場合であっても、登録希望日に遡って登録を受けたものとみなされます。 

 

申告漏れがあった場合には・・・ 

   売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は重加算税が重くなります    

◎インボイス制度開始後の登録について 
 令和６年 1 月 1 日以降にインボイスの登録をした方が、インボイスの取りやめをする場合の、消費税課税事業者

の取り扱いについて。 
「課税事業者→免税事業者」 に戻れる時期が遅くなります。原則の通り、申告・納税の 2 年しばりが発動するか

らです。2 年しばりとは、「登録した日から 2 年を経過する日の属する課税期間」をいいます。 

【免税事業者へ戻る時期の例】 

令和６年 1 月 1 日登録 → 令和８年 1 月 1 日より免税事業者 

令和６年 1 月 2 日登録 → 令和９年 1 月 1 日より免税事業者 

※1 日違いで課税事業者期間が 1 年多くなります。 

 


